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を
聴
き
ま
し
た
。

。在
地

〇
四
の
五

。 目
二
四

。在
地

七
六
三

月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日

産
業
政
策
課
及
び
周
南
市
新
南

山
口
県
知

在
地

を
求
め
る
。

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
一
一
）
に
係
る
大
規
模
小

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

陽
総
合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の

事

二

井

関

成

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
二

部
商
政
課
及
び
山
陽
小
野
田
市

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

丸
久
厚
狭
店

所
在
地

山
陽
小
野
田

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
七
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
山
口

山
陽
小
野
田
市
か
ら
意
見
を
聴

名

称

ア
ル
ク
慶
万

所
在
地

周
南
市
慶
万

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
徳
山

所
在
地

周
南
市
花
畠

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
桜
木

所
在
地

周
南
市
桜
木

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

は
な
い
。

年
十
一
月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月

産
業
建
設
部
商
工
労
働
課
に
お
い

日

山
口

及
び
所
在
地

市
大
字
厚
狭
四
七
八
の
一

は
な
い
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

県
公
告
（
二
一
二
）
に
係
る
大
規

き
ま
し
た
。

店町
一
八
三
三
の
一

は
な
い
。

及
び
所
在
地

中
央
店

町
一
二
七
の
一

及
び
所
在
地

店一
丁
目
一
〇
番
一
号

は
な
い
。

及
び
所
在
地

六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

四

働 成り



平成

大
二
十

年 月 日 金曜日

一二（
三

山 口 県

（
三大

二
十

平
生当

部
商

（定期）報

一二

第 号

一二

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

二
年
六
月
二
十
二
日
山
口
県
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

丸
久
平
生
店

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

七
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

七
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

二
年
六
月
二
十
二
日
山
口
県
公
告

町
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一

政
課
及
び
平
生
町
役
場
に
お
い
て

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
港
町
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
港
町

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
小
野
田
店

所
在
地

山
陽
小
野
田
市
大
字

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
一
四
）
に
係
る
大
規
模
小

在
地

平
生
村
二
三
六
の
四

。第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

（
二
一
三
）
に
係
る
大
規
模
小

月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

在
地

五
八
一
〇
の
一

。 在
地

西
高
泊
六
四
〇
の
一

。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

意
見
の
聴
取

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

事

二

井

関

成

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と

山
口
県

三

事
務
所
の
所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

防
府
市
牟
礼
今
宿
二
丁
目

（
三
七
六
）
開
発
行
為
に
関
す

百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に

成
二
十
二
年
中
国
地
方
整
備
局

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業

二

施
行
者
の
名
称

名

称

サ
ン
マ
ー
ト

所
在
地

阿
武
郡
阿
武

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
七
五
）
防
府
都
市
計
画
道

防
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の

阿
武
町
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
二

部
商
政
課
及
び
阿
武
町
役
場
に

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第

お
り
公
告
し
ま
す
。

及
び
沖
今
宿
二
丁
目

る
工
事
の
完
了

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

告
示
第
百
六
十
一
号
）
が
あ
っ
た

日

山
口

び
名
称

三
・
三
・
一
環
状
一
号
線

三
・
四
・
二
十
七
防
府
富
海
線

奈
古
店

町
大
字
奈
古
二
三
一
六
の
二

は
な
い
。

路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
都

た
。

年
十
一
月
五
日
か
ら
同
年
十
二
月

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

日

山
口

及
び
所
在
地

五

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
（

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す

県
知
事

二

井

関

成

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

。県
知
事

二

井

関

成

に 平。 第 働



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口

名
医
療
ト
型
さ
紫

社
会
養
護

（定期）県 報

山
公

投
票

第 号

一二
十
二
年
十
一
月
五
日
印
刷

十
二
年
十
一
月
五
日
発
行

称

所

法
人
健
仁
会
サ
テ
ラ
イ

介
護
老
人
保
健
施
設
あ

苑

山
陽
小

福
祉
法
人
健
仁
会
特
別

老
人
ホ
ー
ム
フ
ク
シ
ア

〃

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
五
日

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

光
市
室
積
沖
田

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一

株
式
会
社
新
日
鉄
都
市
開
発

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

在

地

野
田
市
大
字
厚
狭
五
〇
三
の
一

〃

〃

委
員
会

第
七
十
七
号

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十

お
り
指
定
し
た
。

山
口
県
知

称び
氏
名

三
番
一
号

庁事
長

上

符

正

顕

指

定

年

月

日

平
成
二
二
、
一
〇
、
二
六

〃

〃

〃

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

事

二

井

関

成

六

選
挙
管
理
委
員
会


